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矢作川河川整備計画策定までの流れ

第13回流域委員会
(H21.7.24)

矢作川水系河
川整備基本方
針・策定

H18.4.24

矢作川流域委員会 住民 行政

H20.10

H20.11

H21.1

H21.7

H21.2～H21.3

H20.6

第1～5回 矢作川の環境を考
える懇談会(H13.4～H14.5)

第1～3回 矢作川流域委員会
準備会議(H15.3～H15.4)

第1～8回 矢作川流域委員会
(H15.6～H19.9)

第12回流域委員会(H21.1.22)

第11回流域委員会(H20.11.10)

第10回流域委員会(H20.10.14)

第9回流域委員会(H20.6.30)

縦覧・意見聴取(H20.11～H20.12)
公聴会(H20.12)

住民懇談会(H20.7)

住民懇談会(H20.10)
住民説明会(H20.10)

行政連絡会(H20.7)

行政連絡会(H20.10)

矢作川水系河川整備計画策定

河川整備計画・原案

河川整備計画（案）

関係省庁連絡調整・協議、県知事の意見聴取

河川整備計画・たたき台

河川整備計画・素案

1

アンケート調査(H19.2)
ふれあい懇談会(H19.3)
シンポジウム(H19.7)



関係県知事からの意見聴取結果

１．について

矢作ダム放流施設増強及び恒久堆砂対策に
係る実施計画の策定にあたっては、愛知県をは
じめとする関係機関と調整して参ります。

２．について

鵜の首狭窄部の改修及び矢作ダムの堆砂対
策、古川分派施設の建設にあたっては、愛知県
をはじめとする関係者と調整を図りながら整備
を実施して参ります。

３．について

河川水の適正な利用及び流水の正常な機能
の維持に関しては、関係者と十分調整を図って
参ります。また流域圏懇談会（仮称）につきまし
ては、早期開催に向けて関係機関、地域住民
と調整・連携を図りながら進めて参ります。

岐阜県をはじめとする関係機関や地域住民と
調整・連携を図りながら検討して参ります。

－

回答に対する考え方

意見はありません。なお河川整備計画に基づく事業
の推進にあたっては、下記のとおり要望します。

１．矢作ダム放流設備増強及び恒久堆砂対策に係る実
施計画の策定にあたっては、指定区間への影響につい
て本県とあらかじめ十分調整を図るよう要望します。

２．鵜の首狭窄部の改修及び矢作ダムの利水容量を回
復させるための堆砂対策並びに古川分派施設の建設
に関しては関係者と十分調整を図り、早期に整備を実
施されるよう要望します。

３．河川水の適正な利用及び流水の正常な機能の維持
に関して、矢作川水系河川整備基本方針の内容を踏ま
え、水供給の安定性向上に係る検討を引き続き行うと
ともに、水利用の合理化にあたっては、矢作川の水利
秩序を十分尊重し、関係者との合意形成を図りつつ進
められるよう要望します。また、当該河川整備計画に盛
り込まれている流域圏懇談会(仮称)を早期に開催し、
矢作川流域一体の取り組みについて推進されるよう要
望します。

愛知県

矢作川整備計画（案）については、意見はありません。

なお実施にあたっては、流域圏一体の取り組みとして、
上矢作ダムに係る経緯を踏まえ、矢作川上流地域の意
見を聴きながら、関係機関と連絡調整を図り、農山村の
活性化に資するよう、森林保全対策など水源地におけ
る必要な社会資本整備を推進されたい。

岐阜県

当県として異存はありません。長野県

回答県名
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関係省庁からの協議結果及び修正事項

御指摘の内容を踏まえ、次の通り追加、修文します。

P3-8 (1)既存施設の利活用の推進

矢作ダムの機能の維持に努めることに加え、現在矢作ダムにおいて
試験中の弾力運用により維持流量の一部を回復するとともに、生態系
等を考慮した流量変動について検討し運用に活かす等既存施設の利
活用を推進する。

なお、流水の正常な機能を維持するため必要な流量の確保に向け、
引き続き検討を進める。

また、矢作川上流域において発電事業者による発電所が数多く設置
されており、近年、減水区間の解消に向け「発電ガイドライン」対象以外
の発電所においても、地元要望等に配慮して発電事業者の協力を得て、
流況改善が行われていることから、引き続き流域内における流況改善
に向け協力を要請していく。

P3-8 (2)水利用の合理化

取水制限流量による制約がない既得用水について、農業用水、水道用
水等における取水の実態、用水の多面的機能、地理的・構造的条件等
に配慮しながら、給水人口、受益面積、営農形態等の変化を踏まえて
水需要を精査確認し、水利権の適正な見直しを行う等、水理秩序に配
慮しつつ、関係機関と調整・協議し、水利用の合理化を進める。これに
より流水の正常な機能のを維持を図するため必要な流量の一部を回復
する。

回答に対する考え方

（事前説明の際にいただいた御
指摘）

１．第1章で「所定の利水安全
度が確保できている状況ではな
い」ことを課題とし、第2章で
「利水面の目標設定にあたって
は、段階的に安全度を向上す
る計画目標を設定する｣として
いるが、同章第3節第2項には
利水安全度の向上に関する記
載がない。

２．また同項において、水供給
の安定性の向上策が既利水に
対する対策が主となっており、
流域委員会における委員から
の意見「利水安全度の向上に
対する事項についても表現す
べき」、愛知県からの意見に付
された「水供給の安定性の向
上に係る検討を引き続き行う」
ことの要望を踏まえ、河川管理
者として取り組む事項を明記す
べき。

農林水産省

東海農政局長

意見はございません。環境省

特に意見はありません。経済産業省

中部経済産業局長

回答省庁名

3※現在、農政局内にて事務手続き中。



河川整備計画の広報手法
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整備計画の概要を印刷配布パンフレット

記者発表による整備計画策定の広報記者発表

流域内の国交省施設及び矢作川沿川県市町村の施設で
整備計画の閲覧場所を設置（７月下旬から約1ヶ月）

閲覧

事務所ホームページに整備計画を掲載ホームページ

整備計画の策定を官報に掲載官庁報告

内容手法

◆整備計画広報手法
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矢作川水系河川整備計画について

●流域及び河川の現状と課題 ・・・・・・・・・
流域及び河川の概要と取り組みの沿革 ・・・・

河川整備の現状と課題 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

●河川整備計画の目標に関する事項・・・・・
整備計画の対象区間・対象期間 ・・・・・・・・・

河川整備計画の目標 ・・・・・・・・・・・・・・・・

●河川の整備の実施に関する事項・・・・・・・
河川工事の目的、種類及び施行の場所

並びに当該河川工事の施行により設置

される河川管理施設の機能の概要・・・・・・・・

河川の維持の目的、種類及び施行の場所

・・・・・・・・・・・

調和のとれた矢作川流域圏の実現に向けた
取り組み ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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河川整備計画に基づく今年度事業の実施内容
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野銭築堤護岸
H21実施中

米津築堤護岸
H21実施中

上町築堤
H21実施予定

志貴野築堤
H21実施予定

河川改修事業については現在、野銭地区・米津地区で堤防強
化のための堤防、護岸の整備を実施中であり、また、上町地
区・志貴野地区において堤防整備及び水位低下対策として河
道掘削を予定している。乙川合流点付近、青木川合流点下流
付近では樹木伐開を予定している。

・腹付

・護岸

・腹付

・護岸

・腹付

・腹付

河道掘削
H21実施予定



河川整備計画に基づく今年度事業の実施内容

樹木伐開
H21実施予定
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今後の進め方
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今後、河川整備計画に基づき堤防強化のため

の堤防整備、また、水位低下対策として、河道掘
削、樹木伐開等河川改修を進めていく予定。

〈 整備の進め方 〉

■流域内の資産状況や上下流、左右岸の治
水安全度バランスを考慮しながら河川改修
を実施する。

①矢作古川分派点下流区間の河川改修を実
施し、 治水安全度を向上させる。

②矢作古川分派施設を建設し、これにより
矢作古川流域の治水安全度を向上させる。

③古川分派地点より上流については上下流
の流下能力バランスを踏まえ、鵜の首区間
等河川改修を実施する。

矢作古川分派点矢作古川分派点
下流区間下流区間

野銭築堤護岸
H21実施中

米津築堤護岸
H21実施中

中流区間中流区間

鵜の首区間鵜の首区間

豊田区間豊田区間

矢
作
古
川

上町築堤
H21実施予定

志貴野築堤
H21実施予定

河道掘削
H21実施予定

樹木伐開
H21実施予定

樹木伐開
H21実施予定



河川整備計画策定後のフォローアップ

矢作川水系河川整備計画策定

『矢作川水系河川整備計画』に基づく事業の再評価

国土交通省所管「事業評価監視委員会」にて実施(5年に1回)

学識者との連携

・意見を聴取する

行政間の連携

・県市町村の意見を聴
取する
・意見交換・情報共有

・流域圏住民・関係者の連携強化
・流域圏住民の啓発活動
・行政と住民が連携した調査・研究の充実
・河川を中心とした社会基盤形成及び地域の活性化

地域との連携
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矢作川流域圏懇談会(案)の設立

『矢作川流域圏』について人と森・川・海との関わりを含めた調和の取れ
た矢作川流域圏実現に向けた行動計画の策定及び推進を図る。

〝流域は一つ、運命共同体〟


